
（様式１）

日本国憲法
教育基本法
学校教育法
教育諸法規
学習指導要領

基本的生活習慣の確立
進路希望の実現

○基本的生活習慣の確立を図
る。
○いじめ問題の未然防止に努
める。
○保護者との連携強化を図る。
○交通安全の推進、意識の高
揚を図る。
○教育相談の充実を図る。

○学校と家庭が連絡を密にし、
協力して生徒の基本的生活習
慣の確立や学習習慣の確立に
取り組む。
○生徒の小さな変化を見逃さ
ず、家庭と連絡を取り合いなが
ら速やかに対応する。
○遅刻・欠席は家庭との連絡を
怠らず、両者から連絡ができる
ようにする。

○本校の卒業生を講師として
招き、華道・茶道・着付けなど
の日本の伝統文化に触れる。
○インターンシップを通して、社
会人としてのマナーを修得す
る。また、それにより正しい職業
観を育成する。

○生徒会活動
　 生徒会役員に協力することで、全ての生徒が協力 し合
い、目標を達成できるような自発的・自治的活動を目指
す。
○学校行事
　 学校行事を通して、ホームルームより幅広い人間関係を
経験することで集団への連帯感、愛校心養う。

　ホームルームでの様々な活動を実践しながら、好ま
しい人間関係づくりや各自の役割の遂行を通して、自
他の尊重やともに生きることの喜びを実感したり、社
会生活上のルールや責任を果たすことの大切さを体
得するなど、集団や社会の一員としての望ましい資
質や能力を育てることを目指す。

地域社会との連携「幸福、正義、公正」の視点から、よりよい社会の構
築や人間としての在り方生き方についての自覚を深
め、現代の諸課題を主体的に解決しようとする態度を
育てる。

ホームルーム活動

家庭との連携

家庭や地域の生活を創造
する能力と実践的な態度
を育てる。

情報化の進展に主体的に
対応できる能力と態度を
育てる。

生活産業の社会的な意義
や役割を理解させる。

「地元を知る」をテーマに
龍ケ崎市に関する探究活
動を通して、生徒の主体
性やコミュニケーション力
を育てる。

〇政治への参画について考え、主権者として社会に
参画するための素養を育む。
〇人権問題や環境問題を例に、現代社会における問
題を自らの問題としてとらえ、解決しようとする態度を
培う。

公民科

公共

言語や文化の理解を深
め、実践的なコミュニケー
ション能力を養う。
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保護者の願い

自主・誠実・努力
　素直で親しみやすい人柄が特徴で
あり、学校生活には真面目かつ積極
的に取り組む姿勢が見られる。生徒の
男女比は以前の女子生徒が多い状況
から変化し、現在は男子生徒が約4
割、女子生徒が約6割となっている。生
徒指導においては、全体的に安定した
状況を維持しており、大きな問題行動
は少ない。

１　社会に開かれた活力と意欲に満ちた学校の実現を図る。
２　確かな学力と豊かな心、健やかな体を育成する。
３　社会の諸課題に対応して生き抜く力を備えた人財を育成する。
４　望ましい勤労観、職業観を持ち、地域社会を担うために必要な資質能力を身
に付けた人財の育成を図る。

○人生の理想を求めて、希望と勇気を持ってやり抜く強い意思を持つとともに、その態度を身に付ける。
○他者の立場を尊重し、感謝と思いやりを持って接する。
○命の尊さを深く理解し、かけがえのない自他のいのちを尊重する。
○父母、祖父母に尊敬と感謝の念を深め、家族の一員としての自覚を持ってより充実した家庭生活を築く。
○グローバルに物事を考える視点を持つことができるよう、様々な時事問題からその解決策を探り、広い国
際理解と、主体的に現代を生き抜く力を身に付ける。

　大正５年に龍ケ崎町立女子技芸学
校として創立した。地元に多くの卒業
生を輩出しており、本校に対する地域
住民の関心は高い。

学校の教育目標

道徳教育重点目標
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伝えあう力を高め、思考
力を伸ばし心情を豊かに
する。

日本及び世界の歴史、地
理を学び、国際社会の一
員としての自覚を養う。

数学的な見方考え方の良
さを認識し、数学を活用す
る態度を養う。

自然に対する関心を高
め、科学的な自然観を育
成する。

心身ともに健康に努め、
明るく豊かな情操を養う。

芸術を愛好する心情を育
て、感性を高め豊かな情
操を養う。
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